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議案第５７号 

小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   本市職員の地域手当の支給割合の引上げに伴い、病院事業管理者の地域手当及び

パートタイム会計年度任用職員の基本報酬に係る規定について所要の措置を講ずる

ため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正（改正条例第１条関

係） 

    病院事業管理者が医師である場合における地域手当の支給割合の特例に係る規

定について、本市職員の地域手当の支給割合の引上げに伴う所要の規定の整備を

行うこととする。（第６条関係） 

  ２ 小田原市職員の給与に関する条例の一部改正（改正条例第２条関係） 

パートタイム会計年度任用職員の基本報酬に含まれる地域手当相当額の算出割

合を１００分の１２に引き上げることとし、これに応じた所要の規定の整備を行

うこととする。（第２９条関係） 

  ３ 経過措置（改正条例附則第５項関係） 

    ２にかかわらず、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間における

パートタイム会計年度任用職員の基本報酬に含まれる地域手当相当額の算出割合

は、１００分の１１とすることとする。 

［適  用］ 

令和 ７ 年 ４ 月 １ 日 


